
 情報公開・個人情報保護審議会の運営について（案） 

 

○ 審議会の開催について 

  諮問事項の有無に応じて、年２～３回程度開催する。 

 

○ 審議会への諮問及び報告について 

  審議会へ諮問する事項及び報告する事項は、別紙「神奈川県情報公開・個

人情報保護審議会の審議等事項について」に記載のとおりとする。 

 

○ 審議会の公開について 

  審議は原則として公開とする。 

  議事録及び資料は、県ホームページで公表する。議事録の調製は、別紙「神

奈川県情報公開・個人情報保護審議会の審議等事項について」に記載の方法

による。 

 

○ 審議会の部会について 

  審議会規則第６条の規定に基づき、必要に応じて部会を設置するものとし、

部会の運営その他部会に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。 

※ 現在、部会は設置していません。 

 

 

 

 

 

資 料 １ 
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神奈川県情報公開・個人情報保護審議会の審議事項等について 

 
公開条例：神奈川県情報公開条例 

個情法：個人情報の保護に関する法律 

施行条例：個人情報の保護に関する法律施行条例 

番号利用法：行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

住基法：住民基本台帳法 

 

１ 情報公開条例に係る審議等事項  

（１）諮問案件 必須 

 諮問事項 条文 審議会の関与 

１ 

情報公開制度の

改善に関する施

策 

公開条例 

30条２項 

 実施機関は、情報公開制度の改善に関する重要な

施策の立案及び実施に当たっては、審議会の意見を

聴かなければならない。 

 

２ 個人情報保護法に係る審議等事項 

（１）諮問案件 任意 

 諮問事項 条文 審議会の関与 

１ 

個人の権利利益

の侵害を防ぐた

めに必要な措置

を講ずる場合 

個情法

129条 

施行条例

14条１号 

 県の機関は、個人情報の取扱いに当たり個人の権

利利益の侵害を防ぐために必要な措置を講ずる場合

において、個人情報の適正な取扱いを確保するため

専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要で

あると認めるときは、審議会に諮問することができ

る。 

２ 

個人情報の取扱

いに関する苦情

の処理に当たり

必要な措置を講

ずる場合 

個情法

129条 

施行条例

14条２号 

県の機関は、個人情報の取扱いに関する苦情の処

理に当たり必要な措置を講ずる場合において、個人

情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に

基づく意見を聴くことが特に必要であると認めると

きは、審議会に諮問することができる。 

３ 

個人情報の保護

に関する制度の

改善についての

施策の立案及び

実施に当たり必

要な措置を講ず

る場合 

個情法

129条 

施行条例

14条３号 

県の機関は、個人情報の保護に関する制度の改善

についての施策の立案及び実施に当たり必要な措置

を講ずる場合において、個人情報の適正な取扱いを

確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くこと

が特に必要であると認めるときは、審議会に諮問す

ることができる。 
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（２）報告案件 

  ア 個人情報ファイル簿の作成等 任意（例年報告している件） 

   報告事項 条文 審議会の関与 

１ 

個人情報ファイ

ル簿の作成等 ※１ 

情報公開広聴課長は、作成及び公表等を行った

個人情報ファイル簿について、審議会に報告する

ものとする。 

２ 

個人情報事務登

録簿の作成等 ※１ 

情報公開広聴課長は、作成及び公表等を行った

個人情報事務登録簿について、審議会に報告する

ものとする。 

   ※１ 個人情報ファイル簿・個人情報事務登録簿事務処理要領 

 

  イ その他 任意（例年報告している件） 

   ・ 情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況に係る報告 

   ・ 学校と警察の情報連携制度の運用状況に係る報告  等 

 

３ 特定個人情報保護評価に係る審議等事項 

（１）諮問案件 

ア 全項目評価書に係る案件 必須 

   諮問事項 条文 審議会の関与 

１ 全項目評価書 ※２ 

 全項目評価書を作成する番号利用所属の長は、評

価書の案について審議会の意見を聴くものとする。

重要な変更を加えようとするときも同様とする。 

 

（２）報告案件 必須 

ア 全項目評価書、重点項目評価書、基礎項目評価書に係る案件 

   報告事項 条文 審議会の関与 

１ 全項目評価書 ※２ 

５年毎の再評価において、従前も全項目評価書

を作成しており、かつ、重要な変更に相当する相違

点がない場合には、番号利用所属の長は県民意見

聴取後の全項目評価書について審議会に報告し、

同審議会の意見を聴くものとする。 

２ 重点項目評価書 ※２ 

 重点項目評価書を作成する番号利用所属の長は、

評価書の案について審議会に報告し、意見を聴くも

のとする。重要な変更を加えようとするときも同様

とする。 
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３ 重点項目評価書 ※２ 

５年毎の再評価において、従前も重点項目評価

書を作成しており、かつ、重要な変更に相当する相

違点がない場合には、情報公開広聴課長が重点項

目評価書について審議会に報告するものとする。 

４ 基礎項目評価書 ※２ 
 情報公開広聴課長は、基礎項目評価書について審

議会に報告するものとする。 

    

※２ 番号利用法28条、特定個人情報保護評価に関する規則第７条、神奈川県特定個人

情報保護評価実施要綱 

 

  イ その他 任意（例年報告している件） 

   ・ 特定個人情報保護評価の実施状況等について     等 

 

４ 住民基本台帳法で定める本人確認情報の保護に関する審議等事項（市町村課所管） 

（１）諮問案件 必須 

 諮問事項 条文 審議会の関与 

１ 

違反行為に対す

る中止等の勧告 

住基法 

30条の

40 

２項 

 契約条件としての住民票コードの告知要求禁止規

定違反、及び住民票コードのデータベース構成禁止

規定違反に係る違反者に対し、法 30 条の 38 第４項

の規定に基づく「中止等の勧告」を行う場合にあら

かじめ審議会の意見を聴く。 

２ 

違反行為に対す

る中止命令 

住基法 

30条の

38 

５項 

 契約条件としての住民票コードの告知要求禁止規

定違反、及び住民票コードのデータベース構成禁止

規定違反に対する「中止等の勧告」に従わない者に

対し、「中止命令」を行う場合にあらかじめ審議会の

意見を聴く。 

３ 

本人確認情報利

用・提供条例に規

定する事務 

住基法 

30条の

40 

２項 

 住民基本台帳法施行条例に新たな事務を規定する

場合、当該事務が基準に合致するか、あらかじめ審

議会の意見を聴く。 
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（２）報告案件 任意（例年報告している件） 

 報告事項 条文 審議会の関与 

１ 

セキュリティ対

策 

－  住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリテ

ィ対策の措置状況及び遵守状況について審議会に報

告する。 

２ 
本人確認情報利

用・提供状況 

－  知事の本人確認情報の利用及び提供の状況につい

て報告する。 

３ 

苦情処理 －  本人確認情報処理事務に関する苦情の処理に関

し、苦情処理体制のあり方や具体的な問題の処理、

県の対応すべき改善策等について審議会に報告す

る。 

 

◎ 審議の公開及び議事録について 

審議会の審議は原則公開です。また、議事録は、発言者氏名と発言内容を記載したものと

なり、県のホームページで公開されます（事前に各委員に確認いただきます）。 

ただし、審議等の内容に公開条例５条１号（個人に関する情報）、２号（法人等に関する情

報）、３号（審議等に関する情報）、４号（事務等に関する情報）等の非公開情報に該当する

内容が含まれている場合は、当該案件に関する審議等のみ非公開となります（審議会の開催

時に、事務局から審議会の公開・非公開について報告し、非公開案件がある場合は会長が審

議会に諮った上で決定します）。 

なお、非公開審議の議事録は、発言者氏名の省略及び発言内容を要約したものとなります。 

 



神奈川県情報公開・個人情報保護審議会規則 

神奈川県情報公開・個人情報保護審議会規則 

 
 

                                  平成22年３月30日 

                                     規則第22号 

改正 平成25年 ３月29日規則第42号 

改正 平成26年10月21日規則第101号 

改正 平成28年 ３月29日規則第20号 

改正 平成29年 ５月26日規則第70号 

改正 平成30年 ３月30日規則第23号 

改正 令和５年 ３月17日規則第22号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、附属機関の設置に関する条例（昭和28年神奈川県条例第５号）により設置

された神奈川県情報公開・個人情報保護審議会の所掌事項、組織、運営等について必要な事項

を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条 神奈川県情報公開・個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）は、神奈川県情報

公開条例（平成12年神奈川県条例第26号）又は個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４

年神奈川県条例第63号）の定めるところにより実施機関又は県の機関の諮問に応じて調査審議

し、その結果を報告し、又は意見を建議するとともに、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第27条第１項に規定する特定個人

情報保護評価につき県の機関又は県が設立した地方独立行政法人の諮問に応じて調査審議し、

その結果を報告し、又は意見を建議する。 

（委員） 

第３条 審議会の委員（以下「委員」という。）は、県民並びに情報の公開及び個人情報の保護

に関する制度並びに地方自治に関し学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは

その職務を行う。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（部会） 
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第６条 審議会は、その所掌事項に係る専門的事項を調査審議させるため、部会を置くことがで

きる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

４ 部会長は、部務を掌理し、部会における調査審議の状況及び結果を審議会に報告する。 

５ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長が

あらかじめ指名する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。 

６ 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部

会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会に属する委員」と、「出

席委員」とあるのは「出席した部会に属する委員」と読み替えるものとする。 

（専門委員） 

第７条 専門的事項について調査審議する必要があるときは、審議会に専門委員を置くことがで

きる。 

２ 専門委員は、当該専門的事項について学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。 

３ 専門委員は、当該専門的事項の調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。 

４ 専門委員は、審議会又は部会の会議において議決に加わることができない。 

（委員でない者の出席） 

第８条 審議会又は部会は、必要があるときは、専門的事項に関し学識経験を有する者、県職員

その他の者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、政策局政策部情報公開広聴課において処理する。 

（委任） 

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他審議会に関し必要な事項は、会長が

審議会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

（神奈川県情報公開運営審議会規則及び神奈川県個人情報保護審議会規則の廃止） 

２ 次に掲げる規則は、廃止する。 

(１) 神奈川県情報公開運営審議会規則（昭和58年神奈川県規則第11号） 

(２) 神奈川県個人情報保護審議会規則（平成２年神奈川県規則第24号） 

附 則（平成25年３月29日規則第42号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年10月21日規則第101号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年３月29日規則第20号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年５月26日規則第70号） 

この規則は、平成29年５月30日から施行する。 
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附 則（平成30年３月30日規則第23号抄） 

（施行期日） 

１ この規則中第１条及び次項から附則第37項までの規定は平成30年４月１日から（中略）施行

する。 

附 則（令和５年３月17日規則第22号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 


